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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
国
民
年
金
は
、

２０
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、

学
生
も
加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が

一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
本
人

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
は
、
学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
大
学（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
お
よ
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年

以
上
で
あ
る
過
程
）
に
在
学
す
る
学
生

な
ど
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
次
の
計

算
式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
こ

と
が
条
件
で
す
。

【
所
得
の
目
安
】

１
１
８
万
円
＋
（
扶
養
親
族
な
ど
の

数
×

３８
万
円
）

　
希
望
す
る
場
合
は
学
生
証
を
お
持
ち

の
上
、
役
場
担
当
窓
口
ま
た
は
年
金
事

務
所
に
お
越
し
下
さ
い
。

　
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、
昨
年

度
に
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る

方
で
、
今
年
度
も
引
き
続
き
在
学
予
定

の
方
に
対
し
、
３
月
末
に
基
礎
年
金
番

号
な
ど
が
印
字
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
形
式
の

学
生
納
付
特
例
申
請
書
を
送
付
し
て
い

ま
す
。

　
同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て
い
る
方

は
、
ハ
ガ
キ
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

返
送
す
る
こ
と
で
、
今
年
度
の
申
請
が

で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
在
学
証
明
書

ま
た
は
学
生
証
の
写
し
の
添
付
は
不
要

で
す
。

　
な
お
、
今
年
度
は
学
生
納
付
特
例
制

度
を
利
用
せ
ず
、
保
険
料
の
納
付
を
希

望
す
る
場
合
は
、
納
付
書
を
作
成
し
て

送
付
し
ま
す
。

 
日
本
年
金
機
構
幡
多
年
金
事
務
所
で

は
、
３
カ
月
に
１
度
、
出
張
年
金
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
相
談
に
は
、
年
金
手
帳
（
年

金
証
書
）
や
、
本
人
確
認
の
た
め
、
運

転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き
の
身
分

証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

代
理
人
の
方
が
相
談
さ
れ
る
場
合
は
、

本
人
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

◆
日
時
　
４
月

１８
日
（
木
）

　
　
　
 

午
前

１０
時
〜
正
午

　
　
　
 

午
後
１
時
〜
午
後
３
時
　

◆
場
所
　
佐
賀
支
所
１
階
町
民
室

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁

４
３
―

２
８
０
０

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―

３
７
０
１

　
日
本
年
金
機
構
幡
多
年
金
事
務
所
　

蕁

３
４
―

１
６
１
６

　
皆
さ
ん
の
相
談
を
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
員
、
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

委
員
な
ど
が
受
け
る
相
談
所
を
開
き
ま

す
。
家
庭
で
の
心
配
ご
と
、
地
域
で
の

も
め
ご
と
、
人
権
侵
害
や
行
政
に
関
す

る
相
談
な
ど
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
の
秘
密
は

必
ず
守
り
、
料
金
は
無
料
で
す
。（
予
約

不
要
）

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
４
月
９
日
（
火
）
午
前

１０
時
〜
正
午

　
午
後
１
時

３０
分
〜
午
後
３
時

３０
分

　
総
合
セ
ン
タ
ー
（
佐
賀
支
所
前
）

・
５
月

１０
日
（
金
）
午
前

１０
時
〜
正
午

　
加
持
本
村
集
会
所

　
午
後
１
時

３０
分
〜
午
後
３
時

３０
分

　
奥
湊
川
老
人
憩
の
家

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

人
権
啓
発
係

　
蕁

５
５
―

３
１
１
３

　
次
の
日
程
に
よ
り
、
弁
護
士
資
格
の

あ
る
人
権
擁
護
委
員
が
人
権
相
談
を
お

受
け
し
ま
す
。
特
に
、
法
律
関
係
に
つ

い
て
お
困
り
、
お
悩
み
の
方
は
、
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
時
間
は
１

人
３０
分
で
す
。
予
約
制
に
つ
き
、
電
話

か
窓
口
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。
相
談
の

秘
密
は
必
ず
守
り
、
料
金
は
無
料
で
す
。

◆
実
施
日

　
５
月

２３
日
（
木
）
、
７
月

２５
日
（
木
）

　
９
月

２６
日
（
木
）
、

１１
月

２８
日
（
木
）

２
０
２
０
年

　
１
月

２３
日
（
木
）
、
３
月

２６
日
（
木
）

◆
時
間
　
午
後
１
時
〜
午
後
３
時

◆
会
場

　
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

蕁

３
４
―

１
６
０
０

　
町
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
公
共
水

域
の
水
質
汚
染
の
防
止
と
快
適
な
生
活

環
境
の
創
造
を
図
る
た
め
、
合
併
浄
化

槽
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
方
に
、
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
補
助
金
の
交

付
を
受
け
る
に
は
、
事
前
に
申
請
が
必

要
で
す
。

　
今
年
度
中
に
合
併
浄
化
槽
の
設
置
を

予
定
し
て
い
る
方
で
、
補
助
金
を
希
望

す
る
方
は
、
補
助
金
交
付
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い（
予
算
到
達
時
点
で
終
了
）。

◆
補
助
金
額

・
５
人
槽
　
　
　
　

３３
万
２
０
０
０
円

・
６
〜
７
人
槽
　
　

４１
万
４
０
０
０
円

・
８
〜

１０
人
槽
　
　

５４
万
８
０
０
０
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

　
　
　
蕁

４
３
―

２
８
０
０

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

「
年
金
相
談
」
の
ご
案
内

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例

制
度
の
ご
案
内

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、

人
権
・
行
政
相
談
所
の
開
催

合
併
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
交
付

申
請
に
つ
い
て

弁
護
士
資
格
の
あ
る
人
権
擁
護
委

員
に
よ
る
人
権
相
談

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例

制
度
の
継
続
に
つ
い
て


